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大綱について 

 

１ 改正法の概要 

 (1) 地方公共団体の長は、教育基本法（平成 18 年法律第 120 号）第 17 条第１項に規

定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、

学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとすることとした

（法第１条の３第１項） 

 (2) 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらか

じめ、総合教育会議において協議するものとすることとした（法第１条の３第２項） 

 (3) 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならないこととした（法第１条の３第３項） 

 (4) 法第１条の３第１項の規定は、地方公共団体の長に対し、法第 21 条に規定する

事務（教育委員会が管理し、執行する事務）を管理し、又は執行する権限を与える

ものと解釈してはならないものとした（法第１条の３第４項）。 

 

２ 留意事項 

地方公共団体の長は民意を代表する立場であるとともに、教育行政においては、大 

学及び私立学校を直接所管し、教育委員会の所管事項に関する予算の編成・執行や条 

例提案など重要な権限を有している。また、近年の教育行政においては福祉や地域振 

興などの一般行政との密接な連携が必要となっている。これらを踏まえ、今回の改正 

においては、地方公共団体の長に大綱の策定を義務付けることにより、地域住民の意 

向のより一層の反映と地方公共団体における教育、学術及び文化の振興に関する施策 

の総合的な推進を図ることとしている。 

(1) 大綱の定義 

① 大綱は、地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策につい 

て、その目標や施策の根本となる方針を定めるものであり、詳細な施策について策 

定することを求めているものではないこと。 

② 大綱は、教育基本法に基づき策定される国の教育振興基本計画における基本的な 

方針を参酌して定めることとされている。「参酌」とは参考にするという意味であ 

り、教育の課題が地域によって様々であることを踏まえ、地方公共団体の長は、地 

域の実情に応じて大綱を策定するものであること。 

③ 大綱が対象とする期間については、法律では定められていないが、地方公共団体 

 の長の任期が４年であることや、国の教育振興基本計画の対象期間が５年であるこ 

 とに鑑み、４年～５年程度を想定しているものであること。 

④ 法第１条の３第４項は、教育委員会が今回の改正後も引き続き執行機関であるこ 

 とから、大綱に記載された事項を含め、教育委員会の所管に属する事務については、 

自らの権限と責任において、管理し、執行すべきものであり、地方公共団体の長が 

有する大綱の策定権限は、教育委員会の権限に属する事務を管理し、執行する権限 

を地方公共団体の長に与えたものではないことを確認的に規定したものであるこ 

と。 

(2) 大綱の記載事項 

① 大綱の主たる記載事項は、各地方公共団体の判断に委ねられているものであるが、 

主として、学校の耐震化、学校の統廃合、少人数教育の推進、総合的な放課後対策、 

幼稚園・保育所・認定こども園を通じた幼児教育・保育の充実等、予算や条例等の 
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地方公共団体の長の有する権限に係る事項についての目標や根本となる方針が考 

えられること。 

② 大綱は、教育行政における地域住民の意向をより一層反映させる等の観点から、 

地方公共団体の長が策定するものとしているが、教育行政に混乱を生じることがな 

いようにするため、総合教育会議において、地方公共団体の長と教育委員会が、十 

分に協議・調整を尽くすことが肝要であること。 

③ 地方公共団体の長が、教育委員会と協議・調整の上、調整がついた事項を大綱に 

記載した場合には、法第１条の４第８項により、地方公共団体の長及び教育委員会 

の双方に尊重義務がかかるものであること。なお、会議で調整した方針に基づいて 

事務執行を行ったが、結果として大綱に定めた目標を達成できなかった場合につい 

ては、尊重義務違反には該当しないこと。 

④ 地方公共団体の長が、教育委員会と調整のついていない事項を大綱に記載したと 

しても、教育委員会は当該事項を尊重する義務を負うものではないこと。なお、法 

第21条（現行法第23条）に定められた教育に関する事務の執行権限は、引き続き教 

育委員会が有しているものであることから、調整のついていない事項の執行につい 

ては、教育委員会が判断するものであること。 

⑤ 教育長及び教育委員には、法第11条第８項及び第12条第１項において、大綱に則 

った教育行政を行うよう訓示的に規定しているものの、調整がついてない事項につ 

いてまで、大綱に則して教育行政の運営が行われるよう意を用いなければならない 

ものではないこと。 

⑥ 大綱には、地方公共団体の長の権限に関わらない事項（教科書採択の方針、教職 

員の人事の基準等）について、教育委員会が適切と判断して記載することも考えら 

れること。 

⑦ 全国学力・学習状況調査の結果の公表については、その実施要領により、市町村 

教育委員会は、それぞれの判断に基づき、当該市町村における公立学校全体の結果 

や当該市町村が設置管理する学校の状況を公表することが可能であり、都道府県教 

育委員会がこれらの結果を公表することについては、当該市町村教育委員会の同意 

が必要とされている。このため、域内の市町村における公立学校全体の結果や市町 

村が設置管理する学校の結果の公表について、市町村教育委員会が当該市町村の大 

綱に記載してもよいと判断した場合には、大綱に記載することもあり得ると考えら 

れる一方、都道府県の大綱に記載する事項としては馴染まないものと考えられるこ 

と。 

(3) 地方教育振興基本計画その他の計画との関係 

① 地方公共団体において、教育基本法第17条第２項に規定する教育振興基本計画そ

の他の計画を定めている場合には、その中の目標や施策の根本となる方針の部分が 

大綱に該当すると位置付けることができると考えられることから、地方公共団体の 

長が、総合教育会議において教育委員会と協議・調整し、当該計画をもって大綱に 

代えることと判断した場合には、別途、大綱を策定する必要はないこと。 

② 新たな地方公共団体の長が就任し、新たな大綱を定めた場合において、その内容 

が既存の教育振興基本計画等と大きく異なるときには、新たな大綱に即して、当該 

計画を変更することが望ましいこと。 
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教育基本法（抜粋） 

（教育振興基本計画）  

第十七条  政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教 

育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項に 

ついて、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければなら 

ない。  

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体 

における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければな 

らない。  

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 （大綱の策定等） 

第一条の三 地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な方針

を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に

関する総合的な施策の大綱（以下単に「大綱」という。）を定めるものとする。 

２ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじ

め、次条第一項の総合教育会議において協議するものとする。 

３ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

４ 第一項の規定は、地方公共団体の長に対し、第二十一条に規定する事務を管理し、

又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。 

 

（教育委員会の職務権限）  

第二十一条  教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲 

げるものを管理し、及び執行する。  

一 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関（以下「学校 

その他の教育機関」という。）の設置、管理及び廃止に関すること。  

二 学校その他の教育機関の用に供する財産（以下「教育財産」という。）の管理に関 

すること。  

三 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。  

四 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関 

すること。  

五 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。  

六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。  

七 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。  

八 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。  

九 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及 

び福利に関すること。  

十  学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。  

十一 学校給食に関すること。  

十二 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。  

十三 スポーツに関すること。  

十四 文化財の保護に関すること。  
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十五 ユネスコ活動に関すること。  

十六 教育に関する法人に関すること。  

十七 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。  

十八 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。  

十九 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事

務に関すること。  

 

 


